
 

岩手県環境審議会水質部会審議結果について 

 

 

令和３年11月22日（月）に岩手県環境審議会水質部会を開催し、下記事項について審議し

たことから、その結果について報告する。 

 

１ 審議事項 

 (1) 大川における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について 

(2) 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の一部改正

について 

 

２ 審議結果 

いずれの項目についても原案のとおり議決された。 

 

３ 要旨 

(1) 大川における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について 

一関市を流れる大川における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型を、Ａ類型に指

定するもの。 

(2) 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の一部改正

について 

令和３年 10 月７日に地下水の水質汚濁に係る環境基準が改正され、令和４年４月１日

から施行されることから、当該基準を準用している「県民の健康で快適な生活を確保する

ための環境の保全に関する条例施行規則」で定める地下水の基準値及び測定方法を改正す

るもの。 

資料２ 


